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指名停止措置について

中国地方整備局は、契約違反を行った下記業者について指名停止の措置を行いました

１．指名停止措置業者名及び住所

末沢建設株式会社 岡山県津山市押入１２１９－７

２．指名停止措置期間

平成３１年２月２１日 ～ 平成３１年３月２０日 （１ヶ月）

３．指名停止措置の範囲

中国地方整備局管内

４．事実の概要

末沢建設株式会社が元請として施工した、平成28年度岡山国道事務所発注「津山管内構

造物補修工事」における一般国道53号小田橋の橋面舗装の修繕工事において、バックホウ

（大型ブレーカー）を使用して、橋面舗装及び床版上の調整コンクリート取壊し作業を行

った際、張り出し部の床版コンクリートを損傷させたにもかかわらず、土木工事共通仕様

書に定める発注者への報告を行わなかった。

５．指名停止措置理由

上記事実は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局（港湾空

港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第4号（契約違反）に

該当するため、指名停止措置を講ずるものである。

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第１＞

措 置 要 件 期 間

（契約違反）

４ 第２号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当 当該認定をした日から

たり、契約に違反し、工事請負契約の相手方として不適当で ２週間以上４ヵ月以内

あると認められるとき。



＜問い合わせ先＞

中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（ 代表番号 ）：平日・昼間

０８２－５１１－６０６４（ 直 通 ）：平日・昼間

総務部 契約課長 河合 高志 （内線２５１１）
かわい たかし

◎総務部 契約課長補佐 佐藤 博和 （内線２５１４）
さとう ひろかず

港湾空港部 ０８２－５１１－３９００（ 代表番号 ）：平日・昼間

契約管理官 宅和 祐治 （内線１３０）
たくわ ゆう じ

◎総務部経理調達課長補佐 池尻 泰人 （内線１３２）
いけじり やすひと

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 岩下 恭久 （内線２１１７）
いわした やすひさ

企画部 環境調整官 井上 和 久 （内線３１１４）
いのうえ かずひさ


